
令和８年３月 11 日 

飯島町役場建設水道課 

 

 

飯島町「都市計画マスタープラン(案)および立地適正化計画(案)」 

に関するパブリックコメント手続きの結果 

 

 

飯島町では、都市計画マスタープラン(案)及び立地適正化計画(案)に関するパブリック

コメント手続きを令和８年１月 31 日(土)から令和８年２月 19 日(木)まで実施し、以下の

ご意見をいただきました。 

お寄せいただいたご意見について、町の考え方を公表します。 

 

【意見募集結果】 

意見募集期間 令和８年１月 31 日(土)から令和８年２月 19 日(木)まで 

意見提出状況 
提 出 者  １人 

意 見 数  １件 

意見提出方法 

書面の持参  ０人 

郵 送  ０人 

ファックス  ０人 

電子メール  １人 

電 子 申 請  ０人 

 

  



１．飯島町都市計画マスタープラン(案)に関する意見（１件） 

番号 提出された意見 意見に対する町の考え方 

1 

P48 6-2 市街地整備 

（７）JR 駅の機能維持 を 

（７）JR 駅及び周辺地域の機能充実 

に変更 

本文の内容に合っていない。このタイ

トルだと駅舎の建て替えは現状の規模

及び機能を継続するかのように取られ

る。もしも、その考えがあるのなら考え

も変更するべきである。今後、JR 利用者

は減少が考えられる。そのような状況を

推察すると、現在の駅機能を維持するた

めの費用は、あまりにも大きすぎるので

はないかと言える。駅の存在は大きいの

で、今後も交流の場のシンボルとして欠

かせないものである。これを考慮し、新

しい駅舎を新築し周辺の整備にもっと

力を入れて、既存市街地を活性化し商店

を活性化する方向で表題を変更し、内容

にも表記するべきと考える。 

当町としても、人口減少・少子高齢化

の進行や公共交通利用者の減少などを

踏まえ、将来的な駅のあり方について

は、単なる現状維持ではなく、将来需要

に応じた適切な対応が必要であると認

識しています。 

本計画案では、市街地の賑わいの創出

や公共交通機能の充実を基本的な方向

性として掲げており、駅及びその周辺

は、今後も重要な拠点の一つとして位置

付けています。 

ご指摘のとおり「機能維持」という表

現は、将来需要を踏まえた検討の趣旨が

十分に伝わらない側面があるため、見出

しを改めるとともに、表現の見直しを行

います。 

 

 

２．飯島町立地適正化計画(案)に関する意見（０件） 

番号 提出された意見 意見に対する町の考え方 

 

  

 


